
確
定
申
告
に
は
「
社
会
保
険
料
（
国

民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
の

提
出
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す

　
令
和
5
年
１
月
１
日
〜
令
和
5
年
12
月

31
日
ま
で
に
納
め
た
国
民
年
金
保
険
料
は
、

そ
の
全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
令

和
５
年
の
所
得
か
ら
控
除
さ
れ
る
た
め
、

課
税
所
得
が
少
な
く
な
り
、所
得
税
と
市・

府
民
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
令
和
5
年
11
月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構

本
部
か
ら
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保

険
料
）
控
除
証
明
書
」
が
送
付
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
確
定
申
告
で
社
会
保
険
料
控

除
と
し
て
申
告
す
る
際
は
必
ず
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
令
和
5
年
10
月
3
日

以
降
に
初
め
て
保
険
料
を
納
め
た
方
に
は
、

令
和
6
年
２
月
上
旬
に
同
様
の
証
明
書
が

送
付
さ
れ
ま
す
。

問
合
先　
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル
☎

０
５
７
０
（
０
０
３
）０
０
４（
月
〜
金
曜

日
の
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
７
時
、第
２

土
曜
日
の
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
4
時
）

国
民
年
金
保
険
料
の
ご
案
内
を
民
間

委
託
し
て
い
ま
す

　
日
本
年
金
機
構
で
は
、
国
民
年
金
保
険

料
の
納
め
忘
れ
に
対
す
る
、
電
話
・
文
書

で
の
納
付
の
案
内
や
、
免
除
等
の
申
請
手

続
き
の
案
内
を
民
間
事
業
者
へ
委
託
し
て

い
ま
す
。

委
託
・
問
合
先　
株
式
会
社
バ
ッ
ク
ス
グ

ル
ー
プ
☎
０
８
０
０
（
８
０
８
）
７
０
０

０産
前
産
後
期
間
の
国
民
年
金
保
険
料

の
免
除

　
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
の
方
が
出

産
す
る
際
、
届
出
に
よ
り
産
前
産
後
の
国

民
年
金
保
険
料
が
一
定
期
間
免
除
さ
れ
ま

す
。
免
除
さ
れ
た
期
間
は
保
険
料
を
納
付

し
た
も
の
と
し
て
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給

市 役 所 か ら の  
お 知 ら せ

後
期
高
齢
者
医
療

国
民
年
金

国
民
健
康
保
険

各
種

税
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　近年、悪質電話等による消費者被害・詐欺被
害が増加しています。その対策の一環として、
市では下記の取り組みを実施しています。申請
方法は経済課までお問い合わせください。
申込・問合先　経済課☎(275)6149

　電話をかけてきた相手へ録音する旨の警告メッ
セージを流した後、自動で録音を開始する自動通話
録音装置を貸し出します。
対象　市内在住の 65歳以上の方が居住する世帯

■悪質電話防止装置の無料貸出（先着順）
　特殊詐欺対策機器を購入された方へ、購入費用
に対する補助金を交付します。
対象　市内在住の 65歳以上の方または障がい者
が居住する世帯（１世帯につき 1回のみ申請可能）
助成額　購入金額分（上限 10,000 円）
　　　　※補助金額は 100円未満切り捨て。
対象機器　（公財）全国防犯協会連合会の推奨す
　　　　　る優良防犯電話推奨品（スマートフォ
　　　　　ン、携帯電話を除く）で購入から４か
　　　　　月以内の機器
　　　　　※機器購入・お申込みの前に、経済課
　　　　　までご相談ください。

■特殊詐欺対策機器購入費の助成

（特殊詐欺対策機器の一例） ▲自動通話録音装置

増えてます！特殊詐欺被害
大阪府における特殊詐欺被害の現状
（令和５年 11 月時点　大阪府警 HP より）

認知件数　2,469 件
被害総額　約 33 億円
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額
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

免
除
期
間　
出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日

が
属
す
る
月
の
前
月
か
ら
４
か
月
間

※
多
胎
妊
娠
の
場
合
は
、
出
産
予
定
日
ま

　
た
は
出
産
日
が
属
す
る
月
の
３
か
月
前

　
か
ら
最
大
６
か
月
間
の
保
険
料
が
免
除

※
出
産
と
は
、
妊
娠
85
日
（
４
か
月
）
以

　
上
の
出
産
の
こ
と
（
死
産
、
流
産
、
早

　
産
さ
れ
た
方
を
含
む
）

対
象　
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
で
出

産
日
が
平
成
31
年
２
月
１
日
以
降
の
方

届
出
時
期　
出
産
予
定
日
の
６
か
月
前
か

ら
届
出
可
能

持
ち
物　

▼
出
産
前
に
届
け
出
る
場
合
：
母
子
健
康

　
手
帳
な
ど

▼
出
産
後
に
届
け
出
る
場
合
：
不
要

▼
出
産
後
に
被
保
険
者
と
子
が
別
世
帯
と

　
し
て
届
け
出
る
場
合
：
出
生
証
明
書　

（
出
産
日
お
よ
び
親
子
関
係
を
明
ら
か
に

　
す
る
書
類
）
な
ど

※
届
書
は
、
市
役
所
に
設
置
し
て
い
ま
す
。

届
出
・
問
合
先　
市
民
課
☎
（
275
）
６
２

４
１

市
・
府
民
税
の
申
告
は�

�

２
月
16
日
〜
３
月
15
日
に

　
令
和
5
年
中
に
所
得
が
あ
る
方
で
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
以
外
は
、
市

民
税
・
府
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

①
税
務
署
に
確
定
申
告
を
さ
れ
た
方

②�
前
年
中
の
収
入
が
給
与
の
み
で
、
支
払

者
か
ら
給
与
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ

て
い
る
方

※
前
年
中
の
所
得
が
な
く
て
も
国
民
健
康

　
保
険
な
ど
に
加
入
し
て
い
る
方
、
就
学

　
援
助
費
な
ど
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は

　
申
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
期
間
　
2
月
16
日
〜
３
月
15
日
の
午

前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時
30
分
（
土・日・

祝
日
を
除
く
）

申
告
場
所　
市
役
所
別
館
（
1
階
）

必
要
書
類
等　
印
鑑
（
本
人
及
び
同
一
世

帯
内
親
族
に
よ
る
申
告
は
署
名
で
可
。
第

三
者
（
世
帯
外
）
に
よ
る
申
告
は
委
任
状

（
委
任
者
本
人
が
署
名
も
し
く
は
押
印
し

た
も
の
）
及
び
受
任
者
の
本
人
確
認
書
類

が
必
要
）
、
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド
、
運
転

免
許
証
や
健
康
保
険
証
な
ど
）
、
年
金
や

給
与
な
ど
の
源
泉
徴
収
票
、
国
民
年
金
保

険
料
・
健
康
保
険
料
・
介
護
保
険
料
の
控

除
証
明
書
や
領
収
書
、
生
命
保
険
料
・
地

震
保
険
料
・
長
期
損
害
保
険
料
控
除
証
明

書
、
医
療
費
の
明
細
書
（
医
療
を
受
け
た

方
の
氏
名
・
病
院
ま
た
は
薬
局
名
・
支
払

っ
た
医
療
費
の
額
・
保
険
な
ど
で
補
填
さ

れ
た
額
の
記
載
が
あ
る
も
の
）
、
雑
損
控

除
関
係
書
類
（
災
害
に
関
連
し
て
支
出
し

た
や
む
を
得
な
い
修
繕
費
用
等
の
領
収

書
・
保
険
金
等
で
補
て
ん
さ
れ
た
金
額
が

わ
か
る
書
類
）

※
医
療
費
の
領
収
書
は
自
宅
等
で
5
年
間

　
の
保
管
が
必
要
。(

提
示
や
提
出
を
求

　
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

※
郵
送
に
よ
る
受
付
に
は
、
本
人
確
認
書

　
類
の
コ
ピ
ー
お
よ
び
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通

　
知
カ
ー
ド
等
の
コ
ピ
ー
の
添
付
が
必
要
。

▼
公
的
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
へ

　
収
入
が
公
的
年
金
の
み
の
方
で
控
除
内

容
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
、
申
告
期
限
内

に
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
申
告
期
限
後
に
申
告
を
さ
れ
て

税
額
が
変
更
と
な
っ
た
場
合
は
、
年
金
か

ら
の
特
別
徴
収
（
引
き
落
と
し
）
が
中
止

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
令
和
6
年
度
か
ら
変
更
さ
れ
る
主
な
市

　
府
民
税
の
内
容

▼
森
林
環
境
税
（
国
税
）
の
創
設

　
国
内
に
住
所
の
あ
る
方
に
対
し
て
年
額

１
０
０
０
円
が
課
税
さ
れ
ま
す
。
徴
収
に

つ
い
て
は
、
個
人
住
民
税
均
等
割
徴
収
と

併
せ
て
行
わ
れ
ま
す
。

▼
個
人
住
民
税
均
等
割

　
年
額
１
０
０
０
円
を
加
算
し
て
い
た
分

が
終
了
と
な
り
ま
す
。

▼
上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
等
に
係
る
課

　
税
方
式
の
統
一

　
上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
等
及
び
譲
渡

所
得
等
に
係
る
課
税
方
式
に
つ
い
て
、
所

得
税
と
異
な
る
選
択
が
可
能
で
し
た
が
、

所
得
税
の
課
税
方
式
と
一
致
さ
せ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

▼
国
外
居
住
親
族
に
係
る
扶
養
控
除
等　

　
一
定
の
要
件
を
満
た
す
方
（
留
学
や
障

が
い
の
あ
る
方
等
）
以
外
の
国
外
居
住
親

族
に
つ
い
て
、
30
歳
以
上
70
歳
未
満
の
方

が
扶
養
控
除
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
ま
し

た
。

　
そ
の
他
変
更
点
、
詳
細
に
つ
い
て
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
税
務
課
☎
（
275
）
６
０
９
７

後
期
高
齢
者
医
療

国
民
年
金

国
民
健
康
保
険

各
種

税

「
産
前
産
後
期
間
の
国
民

　年
金
保
険
料
の
免
除
」

　
　
　 は
こ
ち
ら
か
ら
▼

「
令
和
６
年
度
か
ら
変
更
さ
れ
る

　
　
　 

主
な
市
府
民
税
の
内
容
」

          

　は
こ
ち
ら
か
ら
▼

お
知
ら
せ

健
康
だ
よ
り

子
育
て
ナ
ビ

相
談
窓
口

募
集
と
案
内

ア
プ
ラ
ホ
ー
ル

図
書
館

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス



泉
大
津
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　
申
告
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税・

贈
与
税
の
申
告
納
税
期
限
は
3
月
15
日
、

個
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
は
4
月
1
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

簡
単・便
利
な
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
の
申

告
が
お
す
す
め
で
す
。

問
合
先　
泉
大
津
税
務
署

　
　
☎
０
７
２
５（
３
３
）５
６
０
１

資
格
喪
失
の
手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
で
、

新
た
に
社
会
保
険
等
に
加
入
し
た
方
は
、

国
民
健
康
保
険
の
資
格
喪
失
手
続
き
が
必

要
で
す
。

　
手
続
き
の
際
は
、
社
会
保
険
等
の
保
険

証
・
国
民
健
康
保
険
証
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
健
幸
づ
く
り
課

�

☎
（
275
）
６
３
７
４　

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
制
度

　
世
帯
内
の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
加

入
者
全
員
が
１
年
間
（
毎
年
８
月
１
日
か

ら
翌
年
７
月
31
日
ま
で
）
に
支
払
っ
た
医

療
保
険
と
介
護
保
険
の
自
己
負
担
額
に
つ

い
て
、
そ
の
合
計
額
が
基
準
額
を
超
え
た

場
合
に
、
そ
の
超
え
た
額
を
支
給
し
ま
す
。

　
3
月
上
旬
に
、
対
象
者
へ
お
知
ら
せ
と

消費生活センターだより
C o n s u m e r  s e r v i c e  c e n t e r  n e w s l e t t e r利用していないのに支払い続けていた! 

サブスクの 契約に注意

サブスクリプション（サブスク）は、定額を定期的に支払うことで、一定期間、
商品やサービスを利用することができるサービスです。無料トライアル（お試し）
であっても、期間内に事業者の定める方法で解約しないと、多くの場合自動的に

定額サービスに移行し支払いが続きます。申し込む前に最終確認画面等で、有料プランへ
の移行時期や価格、解約方法などをよく確認しましょう。サブスクの請求にすぐ気づける
ように、キャリア決済やクレジットカード等の明細は毎月確認しましょう。解約時に必要
となる IDやパスワード等の登録情報は保存しておきましょう。スマートフォンアプリの場
合には、アプリをアンインストールするだけでは解約はできないので注意が必要です。困っ
たときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

ポイ
ント

※子ども・若者サポート情報　第203号から抜粋・イラスト黒崎玄

休館日 土・日曜日、祝日
時　間 9：00～16：45

☎（267）5501
場　所 市役所本館２階

困ったときは、
消費生活センターへ

※休館日は「消費者ホットライン」
　  ☎188へお問い合わせください

※来庁をご希望される場合は事前
　 にお電話ください

事例1　高校生の息子が中学生のときに、音楽のサブスクを申し込み、その
後利用していないのに毎月2千円を3年間も支払っていた。携帯電話の料金
と一緒だったので気づかなかった。
事例2　キャリア決済の明細に不審な引き落としがあったため、中学生の息
子に尋ねるとゲームをしている際に一定期間無料のサブスクの契約をして
そのまま放置していることが分かった。解約しようとサイトにログインし
たが、解約手続きに進むボタンが見当たらない。

後
期
高
齢
者
医
療

国
民
年
金

国
民
健
康
保
険

各
種

税
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後
期
高
齢
者
医
療

国
民
年
金

国
民
健
康
保
険

各
種

税

「
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

　で
の
申
告
」

　
　
　 は
こ
ち
ら
か
ら
▼

今月が納期限の税金

〈固定資産税〉�
〈都市計画税〉�
第4期分

2月29日までにお近くの�
金融機関またはコンビニエンス�
ストア等で納めてください。
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お
知
ら
せ

健
康
だ
よ
り

子
育
て
ナ
ビ

相
談
窓
口

募
集
と
案
内

ア
プ
ラ
ホ
ー
ル

図
書
館

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス

申
請
書
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
必
要
事
項

を
記
入
し
、
同
封
の
封
筒
で
府
後
期
高
齢

者
医
療
広
域
連
合
に
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
今
回
の
対
象
は
令
和
4
年
８
月
１

日
か
ら
令
和
5
年
７
月
31
日
ま
で
に
支
払

っ
た
自
己
負
担
額
と
な
っ
て
い
ま
す
。

問
合
先　
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
０
６
（
４
７
９
０
）
２
０
３
１

申
請
さ
れ
て
い
な
い
方
へ　
　
　
　
　

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

給
付
額　
児
童
1
人
あ
た
り
5
万
円　
　

申
請
期
限　
2
月
29
日
ま
で

■
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
分

対
象　
平
成
17
年
4
月
2
日
（
障
が
い
児

の
場
合
は
平
成
15
年
4
月
2
日
）
〜
令
和

6
年
2
月
29
日
ま
で
の
間
に
出
生
し
た
児

童
を
養
育
し
て
い
る
保
護
者
、
児
童
手
当

本
則
給
付
を
受
け
て
い
る
公
務
員
の
方
で
、

所
得
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

所
得
要
件　
①
令
和
5
年
度
分
の
住
民
税

均
等
割
が
非
課
税
の
方
②
物
価
高
騰
の
影

響
を
受
け
て
家
計
が
急
変
し
、
①
と
同
様

の
事
情
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
方

※
ひ
と
り
親
世
帯
分
を
受
給
し
た
場
合
、

　
本
給
付
金
は
対
象
外
と
な
り
ま
す

■
ひ
と
り
親
世
帯
分

対
象　
ひ
と
り
親
世
帯
で
、
所
得
要
件
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

所
得
要
件　
①
公
的
年
金
を
受
給
し
て
お

り
、
令
和
５
年
３
月
分
の
児
童
扶
養
手
当

が
全
額
停
止
さ
れ
て
い
る
方
②
物
価
高
騰

の
影
響
を
受
け
て
家
計
が
急
変
す
る
な
ど
、

収
入
が
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る

方
と
同
水
準
と
な
っ
て
い
る
方

問
合
先　
こ
ど
も
家
庭
課

　
　
　
　
　
　
　
☎
（
275
）
6
3
4
9

生
活
排
水
対
策
推
進
月
間

　
府
で
は
、
2
月
を
「
生
活
排
水
対
策
推

進
月
間
」
と
し
、
家
庭
か
ら
の
生
活
排
水

を
極
力
汚
さ
ず
に
流
す
工
夫
を
呼
び
か
け

て
い
ま
す
。

■
心
が
け
て
ほ
し
い
こ
と

・
食
器
や
鍋
の
汚
れ
は
、
紙
で
拭
き
取
っ

　
た
り
ヘ
ラ
で
か
き
取
っ
た
り
し
て
か
ら

　
洗
い
ま
し
ょ
う
。

・
味
噌
汁
、
ス
ー
プ
、
飲
み
物
な
ど
は
必

　
要
な
分
だ
け
つ
く
り
、
残
り
物
を
排
水

　
口
に
流
さ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

・
油
は
使
い
切
る
工
夫
を
し
、
捨
て
る
場

　
合
は
流
し
に
流
さ
ず
に
新
聞
紙
に
吸
い

　
込
ま
せ
る
、
固
形
化
す
る
な
ど
し
ま
し

　
ょ
う
。

・
石
け
ん
、
洗
剤
、
シ
ャ
ン
プ
ー
な
ど
は

　
適
量
を
使
い
ま
し
ょ
う
。

問
合
先　
環
境
政
策
課
☎（
275
）６
２
６
６

も
し
も
の
た
め
に
、
今
始
め
よ
う

「
大
阪
防
災
ア
プ
リ
」

　
大
阪
府
域
や
高
石
市
の
気
象
注
意
報
や

警
報
、
地
震
・
津
波
・
台
風
に
加
え
、
熱

中
症
や
線
状
降
水
帯
、
自
治
体
か
ら
の
避

難
情
報
等
、
多
様
な
防
災
情
報
を
確
認
で

き
る
ア
プ
リ
で
す
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の

Ｇ
Ｐ
Ｓ
機
能
を
利
用
し
て
、
大
阪
府
内
の

現
在
地
の
防
災
情
報
等
を
プ
ッ
シ
ュ
通
知

で
受
け
取
れ
ま
す
。
も
し
も
の
た
め
に
、

大
阪
防
災
ア
プ
リ
を
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
大
阪
府
危
機
管
理
室
災
害
対
策

課
☎
０
６
（
６
９
４
４
）
６
１
８
３

人
権
擁
護
委
員
の
紹
介

　
人
権
侵
害
や
差
別
問
題
等
の
悩
み
を
相

談
で
き
る
人
権
擁
護
委
員
を
紹
介
し
ま
す
。

▼
人
権
擁
護
委
員
（
順
不
同
）
石
田
孝
文

さ
ん
・
山
路
駒
子
さ
ん
・
西
川
祐
子
さ
ん

・
宮
本
純
子
さ
ん
・
礒
部
浩
明
さ
ん
・
中

谷
喜
久
代
さ
ん
・
福
村
壽
之
さ
ん

▼
人
権
相
談

日
時　
第
1
・
3
金
曜
日
の
午
後
1
時
〜

4
時

場
所　
市
役
所
本
館
（
2
階
）

問
合
先　
人
権
推
進
課　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
☎
（
275
）
６
２
７
９

お
買
い
物
支
援
事
業　
　
　
　
　
　
　

コ
ー
プ
の
お
買
い
物
便

　
ス
ー
パ
ー
が
遠
い
等
、
お
買
い
物
に
支

障
の
多
い
地
域
へ
移
動
販
売
車
が
巡
回
し
、

生
活
必
需
品
の
販
売
を
行
い
ま
す
。

日
時　
毎
週
金
曜
日
（
詳
し
い
時
間
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

場
所　
瑞
松
苑
、
菊
寿
苑
（
順
次
追
加
予

定
）

問
合
先　
市
社
会
福
祉
協
議
会

　
　
　
　
　
　
　
☎
（
265
）
１
３
１
３

｢
子
育
て
世
帯
生
活

 

支
援
特
別
給
付
金
」

　  は
こ
ち
ら
か
ら
▼

後
期
高
齢
者
医
療

国
民
年
金

国
民
健
康
保
険

各
種

税

「
大
阪
防
災
ア
プ
リ
」

          
は
こ
ち
ら
か
ら
▼



みん
ないっしょ

に生きる社会を

　

部
落
問
題
に
関
す
る
特
別
措
置
法

が
２
０
０
２
年
3
月
に
終
了
し
て
以

降
、
学
校
等
様
々
な
場
で
部
落
問
題

を
取
り
上
げ
る
機
会
が
減
っ
て
き
ま

し
た
。
部
落
差
別
（
同
和
問
題
）
の

認
知
度
は
50
～
59
歳
と
比
べ
て
18
～

29
歳
が
16.

5
ポ
イ
ン
ト
も
低
い
と

い
っ
た
結
果
が
出
て
い
ま
す
。

（
令
和
2
年
6
月
「
部
落
差
別
の
実

態
に
係
る
調
査
結
果
報
告
書
」 

法

務
省
）

 

「
最
近
、
部
落
差
別
（
同
和
問

題
）
を
学
習
し
た
の
は
い
つ
で
す

か
？
」
と
聞
か
れ
た
ら
、
あ
な
た
は

ど
う
答
え
ま
す
か
？　

次
の
問
題
は
、
部
落
差
別
に
関
す
る

ク
イ
ズ
で
す
。
ウ
ソ
か
ホ
ン
ト
か
を

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

【
問
題
1
】
被
差
別
部
落
は
江
戸
時

代
に
民
衆
支
配
の
た
め
に
他
よ
り
低

い
身
分
が
政
治
的
に
つ
く
ら
れ
た
こ

と
に
始
ま
り
ま
す
。

【
答
え
1
】
ウ
ソ
：
被
差
別
部
落
の

始
ま
り
に
は
、
次
の
考
え
方
が
出
さ

れ
て
お
り
、
確
定
し
て
い
ま
せ
ん
。

①
中
世
の
河
原
者
な
ど
が
被
差
別
身

　

分
と
な
り
江
戸
時
代
に
つ
な
が
り

　

ま
し
た
。

②
近
世
の
江
戸
時
代
に
被
差
別
身
分

　

と
し
て
再
編
成
さ
れ
ま
し
た
。

③
近
世
ま
で
は
封
建
制
の
も
と
で
の

　

身
分
制
で
あ
り
、
被
差
別
部
落
は

　

近
代
の
明
治
に
入
っ
て
か
ら
の
、

　

い
わ
ゆ
る
「
解
放
令
」
以
後
を
始

　

ま
り
と
し
ま
す
。

　

現
代
の
部
落
差
別
は
、
被
差
別
部

落
の
仕
事
や
生
活
な
ど
が
原
因
で
差

別
が
始
ま
っ
た
の
で
は
な
く
、
差
別

す
る
側
の
意
図
や
都
合
で
起
こ
っ
た

も
の
で
す
。

【
問
題
2
】
人
権
啓
発
が
進
ん
だ
こ

と
に
よ
り
、
結
婚
差
別
を
体
験
す
る

人
は
減
っ
て
き
て
い
ま
す
。

【
答
え
2
】
ウ
ソ
：
被
差
別
部
落
出

身
者
と
、
そ
う
で
な
い
人
が
結
婚
す

る
ケ
ー
ス
は
増
え
る
な
か
、
結
婚
差

別
は
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。

　

大
阪
府
の
２
０
０
０
年
の
「
同
和

問
題
の
解
決
に
向
け
た
実
態
等
調

査
」
で
は
、
結
婚
の
と
き
に
差
別
を

体
験
し
た
人
が
40
～
59
歳
で
は

19.

７
％
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
若

い
世
代
で
あ
る
15
～
39
歳
で
は

24.

７
％
と
高
く
な
っ
て
い
る
の
で

す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
結
婚
の
と
き
に
は

じ
め
て
あ
か
ら
さ
ま
な
部
落
差
別
を

体
験
す
る
被
差
別
部
落
出
身
者
も
多

く
い
ま
す
。
日
常
的
な
場
面
で
は
差

別
が
な
く
な
っ
た
よ
う
に
見
え
て
も
、

「
被
差
別
部
落
の
人
と
友
だ
ち
づ
き

あ
い
は
す
る
け
ど
、
結
婚
は
で
き
な

い
」
と
い
う
よ
う
に
、
関
係
が
近
く

な
る
と
根
強
く
残
っ
て
い
る
差
別
意

識
が
あ
ら
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が

残
念
な
が
ら
あ
り
ま
す
。

「
や
っ
て
み
よ
う
！
人
権
・
部
落
問

題
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
（
一
財
）
大
阪
府

人
権
協
会
よ
り
抜
粋

　

ク
イ
ズ
の
結
果
は
い
か
が
で
し
た

で
し
ょ
う
か
。
【
問
題
2
】
に
も
あ

る
よ
う
に
、
結
婚
差
別
は
部
落
差
別

の
最
後
の
超
え
難
い
壁
と
な
り
、
部

落
問
題
が
社
会
的
に
認
知
さ
れ
、
取

組
が
始
ま
る
契
機
と
な
り
ま
し
た
。

　

特
別
法
失
効
後
15
年
を
経
て
２
０

１
６
年
に
成
立
し
た
部
落
差
別
解
消

推
進
法
で
は
、
い
ま
も
部
落
差
別
は

存
在
す
る
と
明
記
さ
れ
ま
し
た
。
し

か
し
、
差
別
の
現
実
に
抗
す
る
人
た

ち
の
た
ゆ
ま
な
い
取
組
が
あ
る
か
ら

こ
そ
、
差
別
事
象
へ
の
対
応
や
法
律

や
差
別
を
な
く
す
仕
組
み
づ
く
り
が

進
ん
で
い
ま
す
。
差
別
の
現
実
を
知

り
、
自
分
と
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
る

こ
と
が
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

人
権
推
進
課

　
　
　
　
　

☎
（
275
）
６
２
７
９

クイズ　部落差別、ホントかな？

企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税　
　
　
　
　
　

ご
寄
附
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　
株
式
会
社
T
＆
D
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

様
か
ら
、
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
に
よ
る

１
０
０
万
円
の
ご
寄
附
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
寄
附
対
象
事
業
の
健
幸
リ
ビ
ン
グ
・

ラ
ボ
事
業
に
て
有
効
に
活
用
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

問
合
先　
総
合
政
策
課
☎（
275
）６
１
３
８

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
募
集
し
ま
す

募
集
内
容　
第
７
期
高
石
市
障
が
い
福
祉

計
画
・
第
３
期
高
石
市
障
が
い
児
福
祉
計

画
（
案
）

閲
覧
場
所　
市
役
所
及
び
市
内
各
公
共
施

設
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
閲
覧
可
）

応
募
・
問
合
先　
２
月
14
日
ま
で
に
（
必

着
）
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を
記
入
し
、

持
参
、
郵
送
（
郵
便
番
号
は
〒
５
９
２
‐

８
５
８
５
（
住
所
記
載
不
要
）
Ｆ
Ａ
Ｘ
：

（
265
）
3
1
0
0
ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル
：

syougaifukushi@
city.takaishi.lg.j

p

で
高
齢
・
障
が
い
福
祉
課
☎
（
275
）
６

２
９
４
へ
提
出
。
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